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規 則

高知県墓地、埋葬等に関する法律施行細則の一部を改正する規

則をここに公布する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第21号

高知県墓地、埋葬等に関する法律施行細則の一部を改正

する規則

高知県墓地、埋葬等に関する法律施行細則（平成 3 年高知県規

則第 4 号）の一部を次のように改正する。

第 4 条第 2 項第 8 号中「必要と」を「必要があると」に改め、

同条第 3 項中「市町村及び」を「町村又は」に、「「市町村

等」」を「「町村等」」に改め、同条第 4 項第 4 号中「市町村

長」を「町村長」に改め、同条第 5 項中「市町村内」を「町村

内」に改め、同項第 3 号及び同条第 6 項第 1 号中「市町村長」を

「町村長」に改める。

第 5 条第 2 項、第 6 条第 2 項第 1 号及び第 2 号並びに第 7 条第

 1 号から第 3 号までの規定中「市町村等」を「町村等」に改め

る。

第 8 条第 1 項第 4 号中「同等と」を「同等であると」に改め

る。

第10条の見出しを「（みなし許可届出書等）」に改め、同条第

 2 項第 2 号中「必要と」を「必要があると」に改める。

第11条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「墓地等の設置

について」を「この規則に定めるもののほか、墓地等の設置に関

し」に改める。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

高知県理容師法施行細則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第22号

高知県理容師法施行細則の一部を改正する規則

高知県理容師法施行細則（平成 5 年高知県規則第 5 号）の一部

を次のように改正する。

第 2 条中「及び」を「又は」に改め、「（条例第 6 条第 2 項の

規定による申請については、当該所在地が高知市にある場合に

あっては、高知市長）」を削る。

第 3 条の見出しを「（理容所確認証の再交付の申請等）」に改

める。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

高知県美容師法施行細則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第23号

高知県美容師法施行細則の一部を改正する規則

高知県美容師法施行細則（平成 5 年高知県規則第 6 号）の一部

を次のように改正する。

第 2 条中「及び」を「又は」に改め、「（条例第 6 条第 2 項の

規定による申請については、当該所在地が高知市にある場合に

あっては、高知市長）」を削る。

第 3 条の見出しを「（美容所確認証の再交付の申請等）」に改

める。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

高知県旅館業法施行細則の一部を改正する規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第24号

高知県旅館業法施行細則の一部を改正する規則

高知県旅館業法施行細則（平成 5 年高知県規則第21号）の一部

を次のように改正する。

第 2 条中「及び」を「又は」に改める。

第 4 条中「第 3 条の 3 第 1 項」を「法第 3 条の 3 第 1 項」に改

める。

第 7 条を削る。

第 8 条の見出しを「（委任）」に改め、同条中「旅館業につい

て」を「この規則に定めるもののほか、旅館業に関し」に改め、

同条を第 7 条とする。

別表中「下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和37年厚生

省令・建設省令第 1 号）」を「下水の水質の検定方法等に関する

省令（昭和37年
厚生省

令第 1 号）」に改め、「ただし、」を削
　　　　　　建設省

る。

別記第 1 号様式添付書類 1 中「小学校、中学校、高等学校、高

等専門学校、特別支援学校及び幼稚園をいう」を「幼稚園、小学

校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専

門学校をいいます」に、「第 7 条」を「第 7 条第 1 項」に、「及

び社会教育法」を「又は社会教育法」に改め、同様式別紙 1 中

「階建」を「階建て」に改め、同様式別紙 2 注中「利用できる」

を「利用することができる」に、「除いた部分」を「除きま

す。」に、「計算する」を「計算してください」に、「をいう」

を「をいいます」に改める。

附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県旅館業法施行細則別記様式

は、この規則による改正後の高知県旅館業法施行細則の規定に

かかわらず、残品の限度で使用することができる。

高知県公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直
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高知県規則第25号

高知県公衆浴場法施行細則の一部を改正する規則

高知県公衆浴場法施行細則（平成 7 年高知県規則第126号）の

一部を次のように改正する。

第 2 条中「及び」を「又は」に改める。

第 6 条の見出し中「届出」を「営業の再開の届出」に改める。

第 8 条を削る。

別表中「下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和37年厚生

省令・建設省令第 1 号）」を「下水の水質の検定方法等に関する

省令（昭和37年
厚生省

令第 1 号）」に改め、「ただし、」を削
　　　　　　　建設省

る。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

高知県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第26号

高知県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則

高知県屋外広告物条例施行規則（平成 8 年高知県規則第81号）

の一部を次のように改正する。

第 4 条第 2 項第 3 号中「必要と」を「必要があると」に改め

る。

第16条中「はり付けて」を「貼り付けて」に改める。

第18条第 1 項第 3 号中「はり付けたもの」を「貼り付けたも

の」に改める。

第22条第 2 項第 2 号中「法人」を「法人（未成年者の法定代理

人であるときを含む。）」に改め、同号ア中「（未成年者である

ときは、その法定代理人を含む。）」を削り、同項第 3 号イ及び

第 4 号中「書面」を「書面。ただし、当該者が県の区域内に住所

を有するときを除く。」に改める。

第24条第 2 項に次のただし書を加える。

ただし、住民票の写し又はこれに代わる書面については、当

該者が県の区域内に住所を有するときは、添付を省略すること

ができる。

第24条第 2 項第 3 号中「（未成年者であるときは、その法定代

理人を含む。）」を削る。

第31条第 1 項第 5 号中「適当と」を「適当であると」に改め

る。

別表第 1 の表中「はり付けて」を「貼り付けて」に改める。

別表第 3 中「すべての」を「全ての」に改める。

別記第 1 号様式中「、第 9 条」を削り、「高知県収入証紙はり

付け欄」を「高知県収入証紙貼り付け欄」に、「次の書類も」を

「、次の書類を」に、「必要と」を「必要であると」に、「をは

り付け」を「を貼り付け」に、「はり付けて」を「貼り付けて」

に、

「（教示）

 1 　この処分に不服があるときは、この処分があったこと

を知った日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査

法に基づき高知県知事に対して異議申し立てをすること

ができます。（なお、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して 1 年を経過すると異議申し立てをで

きなくなります。）。

 2 　この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを

知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に行政事件訴訟

法に基づき高知県を被告として（訴訟において高知県を

代表する者は、高知県知事となります。）提起すること

ができます。（なお、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して 6 箇月以内であっても、この処分の

日の翌日から起算して 1 年を経過するとこの処分の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。ただ

し、この処分があったことを知った日の翌日から起算し

て60日以内に異議申し立てをした場合には、この処分の

取消しの訴えは、その異議申し立てに対する決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して 6 箇月以内に提起

することができます。　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「（教示）

 1 　この処分について不服があるときは、この処分があった

ことを知った日の翌日から起算して60日以内に、行政不服

審査法の規定に基づき、高知県知事に対して異議申立てを

することができます（なお、この処分があったことを知っ

た日の翌日から起算して60日以内であっても、この処分の

日の翌日から起算して 1 年を経過したときは、異議申立て

をすることができなくなります。）。

 2 　この処分については、この処分があったことを知った日

の翌日から起算して 6 箇月以内に、行政事件訴訟法の規定

に基づき、高知県を被告として（訴訟において高知県を代

表する者は、高知県知事となります。）、処分の取消しの

訴えを提起することができます（なお、この処分があった

ことを知った日の翌日から起算して 6 箇月以内であって

も、この処分の日の翌日から起算して 1 年を経過したとき

は、処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。）。ただし、この処分があったことを知った日の翌日

から起算して60日以内に異議申立てをした場合には、その

異議申立てに対する決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して 6 箇月以内に、処分の取消しの訴えを提起する

ことができます（なお、その決定があったことを知った日

の翌日から起算して 6 箇月以内であっても、その決定の日

の翌日から起算して 1 年を経過したときは、処分の取消し

の訴えを提起することができなくなります。）。　　　　」

に改める。

別記第 2 号様式中「写真はり付け欄」を「写真貼り付け欄」に

改める。

別記第 4 号様式中「広告物等表示者・設置者等変更届」を「広

告物等表示・設置者等変更届」に、

別記第 9 号様式（裏面）中「屋外広告物法（抜粋）」を「屋外

広告物法（抜粋）」に改める。

別記第10号様式及び別記第11号様式を次のように改める。

「 「

」 」

を に改める。

表

示

者

・

設

置

者

表

示

・

設

置

者
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別記第13号様式を次のように改める。



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
0
号

平
成

2
4
年
 9
 月

 3
 日

（
月
曜
日
）
　

55

別記第15号様式注中「添えてください」を「添えてください。

ただし、住民票の写し又はこれに代わる書面については、その者

が県の区域内に住所を有するときは、添える必要はありません」

に、「法人の」を「法人（未成年者の法定代理人であるときを含

みます。）の」に改め、「（未成年者であるときは、その法定代

理人を含みます。）」を削り、「又はこれに代わる書面並びに」

を「若しくはこれに代わる書面又は変更後の法定代理人である法

人の登記事項証明書及び役員の略歴を記載した書面（別記第12号

様式）並びに」に改める。

別記第17号様式中「写真はり付け欄」を「写真貼り付け欄」

に、「高知県収入証紙はり付け欄」を「高知県収入証紙貼り付け

欄」に改め、同様式注中「はり付け」を「貼り付け」に改める。

別記第20号様式中「写真はり付け欄」を「写真貼り付け欄」に

改める。

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

高知県介護支援専門員の登録等に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第27号

高知県介護支援専門員の登録等に関する規則の一部を改

正する規則

高知県介護支援専門員の登録等に関する規則（平成18年高知県

規則第80号）の一部を次のように改正する。

第 2 条の見出し中「申請」を「申請手続」に改め、同条中「第

113条の 7 の規定による」を「第113条の 7 第 1 項の規定に基づ

く」に改め、同条に次のただし書を加える。

ただし、当該登録の申請とともに法第69条の 7 第 1 項及び省

令第113条の20第 1 項の規定に基づく介護支援専門員証の交付

の申請をしようとするときは、別記第 2 号様式による介護支援

専門員登録（兼）介護支援専門員証交付申請書によるものとす

る。

第 3 条の見出し中「申請等」を「申請手続」に改め、同条中

「別記第 2 号様式」を「別記第 3 号様式」に改め、同条ただし書

を次のように改める。

ただし、当該登録の移転の申請とともに法第69条の 7 第 5 項

及び省令第113条の20第 3 項の規定による介護支援専門員証の

交付の申請をしようとするときは、別記第 4 号様式による介護

支援専門員登録移転（兼）介護支援専門員証交付申請書による

ものとする。

第 4 条の見出し中「届出」を「届出手続」に改め、同条中「届

出は」を「届出は、第 7 条ただし書、第10条第 1 項ただし書及び
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第11条に規定する場合を除き」に改め、同条に次のただし書を加

える。

ただし、他の都道府県への登録の移転に伴い当該登録事項の

変更の届出をしようとするときは、別記第 6 号様式による介護

支援専門員登録事項変更届出書（登録移転）によるものとす

る。

第 5 条の見出し中「届出」を「届出手続」に改め、同条中「別

記第 6 号様式」を「別記第 7 号様式」に改める。

第 6 条の見出し中「申請」を「申請手続」に改め、同条中「別

記第 7 号様式」を「別記第 8 号様式」に改める。

第 7 条の見出し中「申請」を「申請手続」に改め、同条中「別

記第 8 号様式」を「第 2 条ただし書に規定する場合を除き、別記

第 9 号様式」に改め、同条に次のただし書を加える。

ただし、法第69条の 4 の規定による介護支援専門員の登録事

項の変更の届出とともに当該介護支援専門員証の交付の申請を

しようとするときは、別記第10号様式による介護支援専門員登

録事項変更届出（兼）介護支援専門員証交付申請書によるもの

とする。

第 8 条の見出し中「返納」を「返納手続」に改め、同条中「届

け出るとき」を「届け出ようとし、」に、「申請する」を「申請

しようとする」に、「別記第 9 号様式」を「別記第11号様式」に

改める。

第 9 条の見出し中「請求」を「請求手続」に改め、同条中「別

記第10号様式」を「別記第12号様式」に改める。

第10条の見出し中「交付の申請」を「交付の申請手続」に改

め、同条第 1 項中「及び省令第113条の26第 1 項」を「並びに省

令第113条の26第 1 項並びに同条第 3 項において準用する省令第

113条の20第 1 項及び第 2 項」に、「別記第11号様式」を「別記

第13号様式」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、法第69条の 4 の規定による介護支援専門員の登録事

項の変更の届出とともに当該新たな介護支援専門員証の交付の

申請をしようとするときは、別記第14号様式による介護支援専

門員登録事項変更届出（兼）有効期間更新介護支援専門員証交

付申請書によるものとする。

第11条の見出し中「申請」を「申請手続」に改め、同条中「別

記第12号様式による介護支援専門員証書換え交付申請書」を「別

記第15号様式による介護支援専門員登録事項変更届出（兼）介護

支援専門員証書換え交付申請書」に改める。

第12条の見出し中「申請」を「申請手続」に改め、同条中「別

記第13号様式」を「別記第16号様式」に改める。

別記様式を次のように改める。



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
0
号

平
成

2
4
年
 9
 月

 3
 日

（
月
曜
日
）
　

77



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
0
号

平
成

2
4
年
 9
 月

 3
 日

（
月
曜
日
）
　

88



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
0
号

平
成

2
4
年
 9
 月

 3
 日

（
月
曜
日
）
　

99



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
0
号

平
成

2
4
年
 9
 月

 3
 日

（
月
曜
日
）
　

1
0
1
0



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
0
号

平
成

2
4
年
 9
 月

 3
 日

（
月
曜
日
）
　

1
1
1
1



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
0
号

平
成

2
4
年
 9
 月

 3
 日

（
月
曜
日
）
　

1
2
1
2



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
0
号

平
成

2
4
年
 9
 月

 3
 日

（
月
曜
日
）
　

1
3
1
3



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
0
号

平
成

2
4
年
 9
 月

 3
 日

（
月
曜
日
）
　

1
4
1
4



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
3
0
号

平
成

2
4
年
 9
 月

 3
 日

（
月
曜
日
）
　

1
5
1
5

附　則

この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第28号

高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則の一部を

改正する規則

高知県介護福祉士等修学資金貸与条例施行規則（平成 5 年高知

県規則第39号）の一部を次のように改正する。

第 2 条第 1 項中「知事が定める」を「規則で定める」に改め、

同項第 1 号中「児童福祉法（昭和22年法律第164号）」を「児童

福祉法（昭和22年法律第164号）第 6 条の 2 第 1 項に規定する障

害児通所支援事業のうち同条第 4 項に規定する放課後等デイサー

ビスを行う事業所、同法」に、「知的障害児施設、」を「障害児

入所施設及び」に、「知的障害児通園施設、同法第43条の 2 に規

定する盲ろうあ児施設、同法第43条の 3 に規定する肢体不自由児

施設及び同法第43条の 4 に規定する重症心身障害児施設」を「児

童発達支援センター」に改め、同項第11号中「第 8 条第15項」を

「第 8 条第16項」に改め、同項第12号中「同条第19項」を「同条

第20項」に、「介護保険法施行規則（平成11年厚生省令第36号）

第15条第 3 号に規定する適合高齢者専用賃貸住宅」を「高齢者の

居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第 5 条第 1 

項に規定するサービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅」

に改め、同項第13号中「第 8 条第16項」を「第 8 条第17項」に改

め、同項第14号中「第 8 条第17項」を「第 8 条第18項」に改め、

同項第15号中「第 8 条第18項」を「第 8 条第19項」に改め、同項

第16号中「第 8 条第25項」を「第 8 条第27項」に改め、同項第17

号及び第18号を削り、同項第19号中「（第17号に掲げる病棟及び

診療所を除く。）」を削り、同号を同項第17号とし、同項第20号

中「第 5 条第13項」を「第 5 条第12項」に、「同条第22項」を

「同条第26項」に、「同条第23項」を「同条第27項」に改め、

「児童デイサービス、同条第 9 項に規定する」を削り、「同条第

11項」を「同条第10項」に、「同条第14項」を「同条第13項」

に、「同条第15項」を「同条第14項」に、「同条第16項」を「同

条第15項」に、「同条第17項」を「同条第16項」に改め、同号を

同項第18号とし、同項第21号を同項第19号とし、同条第 2 項中

「知事が定める」を「規則で定める」に改め、同項第 1 号中「児

童福祉法」を「児童福祉法第 6 条の 2 第 1 項に規定する障害児通

所支援事業のうち同条第 4 項に規定する放課後等デイサービスを

行う事業所、同法」に、「知的障害児施設」を「障害児入所施

設」に、「知的障害児通園施設、同法第43条の 2 に規定する盲ろ
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うあ児施設、同法第43条の 3 に規定する肢体不自由児施設、同法

第43条の 4 に規定する重症心身障害児施設、同法第43条の 5 」を

「児童発達支援センター、同法第43条の 2 」に改め、同項第 3 号

中「第 9 条第 6 項」を「第 9 条第 7 項」に改め、同項第 7 号中

「第 9 条第 5 項」を「第 9 条第 6 項」に改め、同項第10号中「第

 8 条第22項」を「第 8 条第24項」に、「第115条の45第 1 項」を

「第115条の46第 1 項」に改め、同項第13号中「第 5 条第13項」

を「第 5 条第12項」に、「同条第22項」を「同条第26項」に、

「同条第23項」を「同条第27項」に、「及び同条第 1 項」を「、

同条第 1 項」に、「同条第14項」を「同条第13項」に、「同条第

15項」を「同条第14項」に、「若しくは同条第16項」を「又は同

条第15項」に、「又は同条第18項に規定する相談支援事業を行う

施設」を「を行う施設及び同条第17項に規定する一般相談支援事

業又は特定相談支援事業を行う事業所」に改める。

第 3 条の見出し中「申請手続」を「申請」に改め、同条第 1 項

中「次項」を「以下この条」に、「学校長を」を「在学する養成

施設等（条例第 2 条第 1 号に規定する養成施設等をいう。第 6 条

第 1 項第 2 号において同じ。）の長（以下「学校長」という。）

を」に改め、同項第 4 号中「在学する養成施設等の長（以下「学

校長」という。）」を「学校長」に改め、同条中第 4 項を第 5 項

とし、第 3 項を第 4 項とし、第 2 項を第 3 項とし、第 1 項の次に

次の 1 項を加える。

 2 　条例第 4 条第 1 項ただし書の規定に基づき同項第 1 号の入学

準備金又は同項第 2 号の就職準備金（次条において「入学準備

金等」という。）の加算を受けようとする者は、申請書にその

旨を記載して知事に申し出なければならない。

第 4 条中「を貸与する者」を「の貸与（入学準備金等の加算を

含む。）」に、「申請者」を「当該申請者」に改める。

第 5 条第 3 項中「第 3 条第 4 項」を「第 3 条第 5 項」に改め

る。

第 6 条第 1 項第 5 号中「休学又は」を「休学し、若しくは」に

改め、同項第 7 号中「掲げるもののほか」を「掲げる場合のほ

か」に、「及び」を「又は」に改め、同条第 2 項中「に規定す

る」を「に掲げる」に、「氏名（住所）変更届」を「氏名等変更

届」に、「退学（休学・長期欠席・停学）届」を「退学等届」に

改める。

第 8 条第 1 項中「第 7 条」を「第 7 条第 1 項」に、「介護福祉

士等修学資金取消通知書」を「介護福祉士等修学資金取消し通知

書」に、「被貸与者」を「当該被貸与者」に改め、同条第 2 項中

「交付」を「貸与」に改める。

第 9 条の見出し中「修学資金」を「貸与」に改め、同条第 2 項

中「被貸与者」を「当該被貸与者」に、「再開の」を「当該再開

の」に改める。

第10条の見出し中「修学資金」を「貸与」に改め、同条中「被

貸与者が」を「被貸与者は、」に改め、同条に次の 2 項を加え

る。

 2 　知事は、前項の規定による届出があった場合において、条例

第 7 条第 2 項の規定により修学資金の貸与の取消しを決定した

ときは、別記第11号様式による介護福祉士等修学資金取消し通

知書により学校長を経て当該被貸与者に通知するものとする。

 3 　前項の通知を受けた被貸与者は、既に交付を受けた修学資金

のうち、貸与を辞退した日の属する月以後の月分の修学資金の

全額を直ちに返還しなければならない。

第12条の見出し中「一部免除」を「一部免除等」に改め、同条

第 1 項中「福祉の業務」を「福祉の業務（条例第 3 条第 1 項第 1 

号に規定する福祉の業務をいう。以下この条において同じ。）」

に改め、同条第 2 項中「 2 分の 7 」を「 2 分の 5 」に改め、同条

第 3 項中「前項」を「条例第10条第 1 項第 1 号又は前項」に改め

る。

第13条第 2 項中「被貸与者」を「当該被貸与者」に改める。

第14条第 2 項中「届出の」を「当該届出の」に改める。

第16条の見出しを「（委任）」に改め、同条を第17条とし、第

15条の次に次の 1 条を加える。

（延滞利子）

第16条　条例第11条第 1 項の規定により延滞利子を徴収する場合

において、同項の規定により計算した延滞利子の額に100円未

満の端数があるとき又は延滞利子の額が500円未満であるとき

は、当該端数又は当該額を切り捨てるものとする。

 2 　条例第11条第 3 項の規定に基づき延滞利子を減額し、又は免

除するときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

( 1 )　災害等の理由により返還すべき日までに修学資金を返還

することができなかったとき。

( 2 )　前号に掲げる場合のほか、返還すべき日までに修学資金

を返還することができなかったことについてやむを得ない理

由があると認められるとき。

( 3 )　条例第10条の規定に基づき修学資金の全部又は一部の返

還を免除するとき。

( 4 )　前 3 号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認

めるとき。

 3 　条例第11条第 3 項の規定に基づく延滞利子の減額又は免除

は、知事が特に認めるときを除き、延滞利子の減額又は免除を

受けようとする者からの申請により行うものとする。

別記様式を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正後の高知県介護福祉士等修学資金貸与条

例施行規則の規定は、平成24年 4 月 1 日以後に新たに修学資金

の貸与を決定する者の修学資金の貸与及び返還について適用

し、同日前に修学資金の貸与を決定した者の修学資金の返還に

ついては、なお従前の例による。

高知県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

平成24年 3 月30日（掲示済）

高知県知事　尾﨑　正直

高知県規則第29号

高知県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部

を改正する規則

高知県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則（平成 7 年高

知県規則第85号）の一部を次のように改正する。

第 3 条の見出し中「届出」を「届出手続」に改める。

第 4 条の見出し中「返納」を「返納手続」に改める。

第 5 条の見出し中「届出」を「届出手続」に改める。

第 6 条の見出し中「返納」を「返納手続」に改める。

第 7 条の見出し中「届出」を「届出手続」に改める。

第 8 条の見出し中「届出」を「届出手続」に改め、同条第 1 項

中「第20条第 1 項第 3 号」を「第20条第 3 号」に改める。

第10条の見出し中「届出」を「届出手続」に改める。

第14条中「毒えさ」を「毒餌」に改める。

第15条中「毒えさ」を「毒餌」に改め、同条第 2 号中「第 4 

条」を「第 4 条第 1 項及び第 2 項」に改める。

第17条の見出し中「手数料等」を「手数料」に改め、同条第 1 

項中「第31条第 6 項ただし書」を「第31条第 5 項ただし書」に改

め、「又は費用」を削り、「手数料等還付請求書」を「手数料還

付請求書」に改め、同条第 2 項中「又は費用」を削り、「手数料

等還付決定通知書」を「手数料還付決定通知書」に改める。

第18条の見出し中「手数料等」を「手数料」に改め、同条第 1 

項中「第31条第 7 項」を「第31条第 6 項」に改め、「又は費用」

を削り、「手数料等減額（免除）承認申請書」を「手数料減額

（免除）承認申請書」に改め、同条第 2 項中「又は費用」を削

り、「手数料等減額（免除）承認通知書」を「手数料減額（免

除）承認通知書」に改める。

別記様式を次のように改める。
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附　則

（施行期日）

 1 　この規則は、平成24年 4 月 1 日から施行する。

（経過措置）

 2 　この規則による改正前の高知県動物の愛護及び管理に関する

条例施行規則別記様式は、この規則による改正後の高知県動物

の愛護及び管理に関する条例施行規則の規定にかかわらず、残

品の限度で使用することができる。
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